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○計量法に基づく事務の手数料に関する条例 

平成１４年１２月１９日 

条例第４１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条及び計量法（平成４年法律第５１号）第１

５８条第４項の規定に基づき、同法に規定する事務に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。 

（徴収すべき事務及び金額） 

第２条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表に掲げるとおりとする。 

（指定定期検査機関が行う検査に係る手数料） 

第３条 計量法第２０条第１項の規定により同項に規定する指定定期検査機関（以下「指定定期検査機関」という。）

が行う定期検査を受けようとする者は、当該定期検査に係る前条の手数料を当該指定定期検査機関に納付しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により指定定期検査機関に納付された手数料は、当該指定定期検査機関の 

収入とする。 

（補則） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 金額 摘要 

１ 計量法第１９条第１項の規

定に基づく特定計量器の定

期検査 

(1) 非自動はかり 

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量

が１トン以下のもの 

（ア） ひょう量が１００キログラム以下のもの １，４００

円 

（イ） ひょう量が２５０キログラム以下のもの １，８００
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円 

（ウ） ひょう量が５００キログラム以下のもの ２，２００

円 

（エ） ひょう量が５００キログラムを超えるもの ３，１０

０円 

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目

盛のみがあるもの ２５０円 

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの 

（ア） ひょう量が１００キログラム以下のもの ５００円 

（イ） ひょう量が２５０キログラム以下のもの ９００円 

（ウ） ひょう量が５００キログラム以下のもの １，５００

円 

（エ） ひょう量が１トン以下のもの ２，１００円 

（オ） ひょう量が２トン以下のもの ３，７００円 

（カ） ひょう量が５トン以下のもの ６，９００円 

（キ） ひょう量が１０トン以下のもの １０，７００円 

（ク） ひょう量が２０トン以下のもの １５，０００円 

（ケ） ひょう量が３０トン以下のもの １９，１００円 

（コ） ひょう量が４０トン以下のもの ２１，６００円 

（サ） ひょう量が５０トン以下のもの ２９，８００円 

（シ） ひょう量が５０トンを超えるもの ５１，２００円 

エ アからウまでに掲げるもののうち最小の目量（隣接する目盛

標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。）又は表記

された感量（質量計が反応することができる質量の最小の変化

をいう。）がひょう量の１０，０００分の１未満のもの アか

らウまでに掲げる金額の２倍の額 
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(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり １０円 

(3) 皮革面積計 ２，５００円 

２ 計量法第１２７条第３項の

規定に基づく適正計量管理

事業所の指定のための検査 

１件につき ７，４００円   

備考 この表の中欄に掲げる金額は、当該中欄に特別の計算単位を定めるものについてはその計算単位の金額につ

いての金額とし、その他のものについては１個についての金額とする。 

 


